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１０ 

１１ 

（議 案）  

４７ 藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部

改正について 

１２ 

このほかの提出議案 

議案番号 ４８ 令和２年度藤井寺市一般会計補正予算（第７号）について 

４９ 令和２年度藤井寺市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

５０ 令和２年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

５１ 令和２年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第２号）につい



て 

５２ 令和２年度藤井寺市病院事業会計補正予算（第３号）について 



－ １ － 

報告第１３号 

専決処分の承認を求めることについて（令和２年度藤井寺市一般会計

補正予算（第６号）） 

 令和２年度藤井寺市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和   

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ２ － 

報告第１４号 

令和元年度藤井寺市健全化判断比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和元年度藤井寺市健全化判断比率を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて報告する。 

  令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．８８） 

― 

（１７．８８） 

１．５ 

（２５．０） 

７５．８ 

（３５０．０） 

備考 

 １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率

が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の早期健全化基準を括弧内に記載している。 



－ ３ － 

報告第１５号 

令和元年度藤井寺市資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和元年度藤井寺市資金不足比率を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて報告する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

（単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率 備  考 

水道事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

病院事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

公共下水道事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

備考 

 １ 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の経営健全化基準を括弧内に記載している。 



－ ４ － 

認定第１号 

令和元年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元

年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ５ － 

認定第２号 

令和元年度藤井寺市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元

年度藤井寺市駐車場特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ６ － 

認定第３号 

令和元年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元

年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ７ － 

認定第４号 

令和元年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元

年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ８ － 

認定第５号 

令和元年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元

年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ９ － 

認定第６号 

令和元年度藤井寺市水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和元年度藤井寺市水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １０ － 

認定第７号 

令和元年度藤井寺市病院事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和元年度藤井寺市病院事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １１ － 

認定第８号 

令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和元年度藤井寺市公共下水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １２ － 

議案第４７号 

藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正につい

て 

藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

  令和２年９月２日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

提案理由 

大阪府では、平成３０年４月から行われた福祉医療費助成制度の再構築において

対象外とされた精神病床への入院について令和３年度から助成対象とすることとし、

併せて重度障害者医療における住所地特例については統一的に国民健康保険法に準

拠したものに改めることとされた。 

これに伴い、本市の医療費の助成に関する各条例においても所要の改正を行うも

のである。 



－ １３ － 

藤井寺市条例第  号 

藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する

条例 

 （藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年藤井寺市条

例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項を次のように改める。 

３ 国民健康保険法第１１６条の２第１項に規定する入院、入所又は入居（以下

「入院等」という。）をしたことにより、同項に規定する病院、診療所又は施設

（大阪府内に所在するものに限る。以下「病院等」という。）の所在する場所に

住所を変更したと認められる対象者（国民健康保険法又は高齢者の医療の確保

に関する法律における対象者（国民健康保険組合に加入している対象者を除

く。）に限る。）であって、当該病院等に入院等をした際に本市の区域内に住所

を有していたと認められるものは、第１項の規定にかかわらず、本市の対象者

とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は２以上の病院等に継続

して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等（以下「現入

院病院等」という。）に入院等をする直前に入院等をしていた病院等（以下「直

前入院病院等」という。）及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことによ

り直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変

更したと認められるもの（以下「特定継続入院等対象者」という。）については、

この限りでない。 

第２条に次の１項を加える。 

４ 前３項に規定するもののほか、特定継続入院等対象者のうち、次の各号に掲

げるものは、本市の対象者とする。ただし、第２項各号のいずれかに該当する

者を除く。 

⑴ 継続して入院等をしている２以上の病院等のそれぞれに入院等をすること

によりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる

者であって、当該２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際に本

市の区域内に住所を有していたと認められるもの 

⑵ 継続して入院等をしている２以上の病院等のうち１の病院等から継続して

他の病院等に入院等をすること（以下「継続入院等」という。）により当該１

の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への

住所の変更（以下「特定住所変更」という。）を行ったと認められる者であっ



－ １４ － 

て、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際に本市の区域内に住所

を有していたと認められるもの 

第３条第１項中「若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院」を「又

は生活療養」に改める。 

（藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５５年藤井寺

市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院」を「又

は生活療養」に改め、「（以下「医療費」という。）」を削り、「した額」の次に「（以

下「助成額」という。）」を加える。 

（藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第３条 藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例（平成１６年藤井寺市条例第 

１４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「食事療養若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院」

を「生活療養」に改め、「（以下「医療費」という。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例

（次項において「新条例」という。）第２条第３項及び第４項の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以降に入院等をした者に適用し、施行日前

から引き続き入院等をしている者については、令和３年１１月１日から適用する。 

３ 新条例の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医

療費については、なお従前の例による。 

（藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

４ 第２条の規定による改正後の藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する

条例の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費

については、なお従前の例による。 

（藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第３条の規定による改正後の藤井寺市子どもの医療費の助成に関する条例の規

定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費について



－ １５ － 

は、なお従前の例による。 


